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長
福
寺
山
の
丘
陵
南
東
部
の
裾

野
に
、
尾
首
の
観
音
堂
と
呼
ば
れ

る
小
さ
な
堂
宇
が
あ
る
。
正
式
名

称
は
吸

き
ゅ
う
こ
う
あ
ん

江
庵
と
い
い
、
菅
原
守
編

「
藝
州
府
中
荘
誌
」
に
よ
る
と
、
明

治
時
代
以
前
は
松
崎
八
幡
に
附
属

し
て
い
た
が
、
江
戸
時
代
の
寛
政

５
（
１
７
９
３
）
年
癸

ひ
の
え
う
し
丑
６
月
25

日
付
で
、
八
幡
別
宮
の
神
主
三
宅

摂せ
っ
つ
の
か
み

津
守
正
福
が
、
藝
州
藩
の
許
可

を
得
て
曹
洞
宗
長
福
寺
に
譲
渡
し

た
書
付
け
が
あ
る
と
い
う
。
正
徳

２
（
１
７
１
２
）
年
に
府
中
村
の

寺
社
を
調
べ
た
「
安
芸
郡
府
中
村

寺
社
堂
古
跡
帳
」
に
は
、「
八
幡
別

宮 

壱
社
」
に
付
随
す
る
寺
院
と
し

て
、
玉
勝
院
・
神
前
坊
・
神
力
院
・

法
寿
坊
・
行
専
坊
の
５ご

か

じ

ヶ
寺
が
記

録
さ
れ
て
い
る
が
、
吸
江
庵
は
５

ヶ
寺
と
は
別
の
独
立
し
た
項
目
に

記
載
さ
れ
て
い
る
。
八
幡
別
宮
は

神し
ん
ぶ
つ
こ
ん
こ
う

仏
混
淆
の
神
社
と
し
て
玉
勝
院

ほ
か
５
つ
の
別
当
寺
の
宮
僧
が
奉

仕
し
た
。
こ
れ
ら
の
５
ヶ
寺
は
、
今

は
存
在
し
な
い
が
、
地
名
に
残
る
。

吸
江
庵
は
「
禅
宗
、
観
音
木
造
坐

１
０
７
石
５
斗
１
升
」、「
総
社 

９

石
７
斗
７
升
４
合
」
と
あ
り
、
吸

江
庵
と
道
隆
寺
の
寺
領
に
は
大
差

が
な
い
が
総
社
は
意
外
と
少
な
く
、

反
対
に
八
幡
宮
の
社
領
が
格
段
に

多
い
の
は
、
５
ヶ
寺
分
が
含
ま
れ

て
い
た
か
ら
だ
け
で
な
く
別
の
理

由
（
次
号
に
解
説
）
が
あ
っ
た
。

ま
た
廣
島
縣
廰
篇
「
廣
島
縣
史
」

に
は
、「
八
幡
宮
址 

松
崎
に
あ
り
、

男
山
八
幡
の
別
宮
た
り
し
も
の
な

り
、
毛
利
氏
の
時
、
神
田
３
０
０

石
あ
り
、
浅
野
氏
の
時
は
、
蔵
米

９
石
を
附
す
、
明
治
７
年
廃
社
と

な
る
」
と
あ
り
、
毛
利
時
代
に
は

社
領
分
が
多
く
厚
遇
さ
れ
て
い
た
。

仏
、寛
永
10
（
１
６
３
３
）
年
焼
失
、

夫
よ
り
退
転
（
衰
退
）
之
由
申
伝

候
、
楠
壱
本
御
座
候
」
と
あ
る
。

　
天
正
17
（
１
５
８
９
）
年
に

毛
利
輝て

る
も
と元
が
広
島
城
を
築
城
し

国
の
経
営
に
乗
り
出
し
た
頃
、

毛
利
氏
は
多
く
の
寺
社
領
を
整

理
・
再
分
配
す
る
目
的
で
安
芸
・

周す
お
う防
・
長な
が
と門
・
備
後
・
石い
わ
み見
・
出

雲
・
隠お

き岐
・
伯ほ
う
き耆
の
検
地
を
行
い
、

寺
社
の
統
制
を
は
か
っ
た
。
こ
の

宗
教
政
策
は
厳
し
く
、
種
々
の
機

会
や
口
実
を
設
け
て
寺
社
領
を
没

収
し
た
た
め
、
多
数
の
寺
社
が
衰

微
し
廃
寺
廃
社
と
な
っ
た
。
一
方
、

広
島
市
内
の
白し

ら
か
み
し
ゃ

神
社
や
白
島
の
碇
い
か
り

神
社
、
御み
つ
ぎ
ぐ
ん

調
郡
宮
内
村
の
八
幡
宮

な
ど
由
緒
あ
る
寺
社
に
は
篤あ

つ

い
崇

敬
を
寄
せ
、
寺
社
領
を
寄
進
し
整

備
・
保
護
に
努
め
て
い
る
。
こ
の

天
正
検
地
の
記
録
「
八
箇
国
御
時

代
分
限
帳
」
に
よ
る
と
、
安
芸
国

安あ
な
ん
ぐ
ん

南
郡
の
条
に
「
吸
江
庵 

６
石
８

升
９
合
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

同
じ
分
限
帳
に
「
道
隆
寺 

７
石
８

斗
３
升
２
合
」
ま
た
「
府
中
八
幡 

府
中
町
文
化
財
保
護
審
議
会
会
長

横
田
　
禎
昭

消
費
生
活
相
談

　
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
知
り
合
っ
た
人
に
誘

わ
れ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
の
ア

フ
ィ
リ
エ
イ
ト
（
※
）
契
約
を
し
、

契
約
金
の
20
万
円
を
支
払
っ
た
。

「
短
期
間
で
儲
か
る
」
と
言
わ
れ
た

が
、儲
か
ら
な
い
の
で
解
約
し
た
い
。

業
者
は
２
年
後
に
20
万
円
は
返
金

し
て
く
れ
る
と
い
う
が
本
当
か
。

(

20
代
　
女
性)

　
相
談
者
か
ら
業
者
に
苦
情
を
伝

え
ま
し
た
が
、
業
者
の
返
答
は
や

は
り
、
２
年
後
に
返
金
す
る
と
の

事
で
し
た
。
相
談
者
は
返
金
条
件

の
１
つ
で
あ
る
年
６
回
の
セ
ミ
ナ

ー
へ
参
加
し
て
い
る
の
で
、
業
者

の
返
答
に
応
じ
、
２
年
間
待
っ
て

み
る
と
の
こ
と
で
終
了
し
ま
し
た
。

　
最
近
の
相
談
を
み
る
と
「
友
人

や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
知
り
合
っ
た
人
か
ら

ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
を
紹
介
さ
れ
、

知
り
合
い
を
勧
誘
し
て
会
員
を
増

や
せ
ば
収
入
が
得
ら
れ
る
と
説
明

さ
れ
た
」
と
い
う
マ
ル
チ
商
法
的

な
勧
誘
が
目
立
ち
、
20
歳
代
か
ら

の
相
談
が
多
い
の
が
特
徴
で
す
。

　
親
し
い
人
や
仲
間
か
ら
の
勧
誘

は
断
り
に
く
い
も
の
で
す
が
、
経

済
的
被
害
だ
け
で
な
く
人
間
関
係

を
損
な
う
こ
と
も
あ
る
の
で
、
契

約
の
意
思
が
な
い
場
合
は
き
っ
ぱ

り
と
断
り
ま
し
ょ
う
。

　
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
は
広
告
を
ク

リ
ッ
ク
す
る
人
や
商
品
を
買
っ
て

く
れ
る
人
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
利

益
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
簡
単
に
お

金
を
稼
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
、
勧
誘
時
に
説
明
さ
れ
た
収
入

を
あ
て
に
し
た
無
理
な
契
約
は
や

め
ま
し
ょ
う
。

※
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
と
は
、
一
般

的
に
は
提
携
先
の
商
品
広
告
を
自

分
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
掲
載
し
、

そ
の
広
告
を
ク
リ
ッ
ク
し
た
人
が

提
携
先
か
ら
商
品
を
購
入
す
る
な

ど
し
た
場
合
、
一
定
額
の
報
酬
を

得
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

ふ
る
さ
と
歴
史
散
歩

  

〔
第
1５7
回
〕 
吸
江
庵
（
尾
首
観
音
堂
）

消費生活相談員による
相談窓口

町民生活課(役場４階)
☎286ｰ3128
月～金曜日

午前９時～正午
午後１時～４時

相
談
内
容

ア
ド
バ
イ
ス

～
20
代
に
増
え
て
い
る
！

ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
の
相
談
～

吸江庵（尾首観音堂）


